
別
表
第
二
番
号
55
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

55

前
掲
の
機
械
及
び
装
置
以
外
の
も
の
並
び
に
前
掲
の
区
分
に

よ
ら
な
い
も
の

機
械
式
駐
車
設
備

一
〇

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
、
パ
ワ
ー

シ
ョ
ベ
ル
そ
の
他
の
自
走
式

作
業
用
機
械
設
備

八

そ
の
他
の
設
備

主
と
し
て
金
属
製
の
も
の

一
七

そ
の
他
の
も
の

八
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１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
別
表
第
二
の
規
定
は
、
個
人
の
平
成
二
十
六
年
分
以
後

の
所
得
税
、
法
人
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
八
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
人
格
の

な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人

税
及
び
連
結
法
人
（
同
条
第
十
二
号
の
七
の
四
に
規
定
す
る
連
結
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
同
日
以
後
に
開
始

す
る
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、個
人
の
平
成
二
十
五
年
分
以
前
の
所
得
税
、

法
人
の
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
及
び
連
結
法
人
の
同
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業

年
度
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
財
務
省
令
第
二
十
四
号

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
百
二
十
九
条
及
び
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

第
九
十
七
号
）
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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